
取締役候補指名に当たっての方針 

 

当社の取締役が指名の提案を取締役会に行い、取締役会において、審議の結果、候補者

指名の決定をします。 

 

当社の取締役候補は、以下の要件を満たす者とします。 

 

１．HORIBAグループの社是やコーポレート・フィロソフィーを尊重し、持続的な企業価値

の創造に資するとの観点から経営の監督を担うに相応しい者であること。 

２．取締役として人格および識見に優れ、誠実で職務遂行に必要な意思と能力が備わって

いること。 

３．取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者である 

こと。 

４．取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者であること。 

５．法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること。 

 

（平成27年11月20日取締役会決定） 


